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神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金交付要綱（以下

「要綱｣という。）の規定に基づき、神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助

金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定める。 

 

（太陽光発電設備に係る要件） 

第２条 要綱第３条第１号ウに掲げる太陽光発電設備に係る要件は、別表の基準を全て満

たしている設備であることとする。 

 

（蓄電システムの設備に係る要件） 

第３条 要綱第３条第２号エに掲げる蓄電システムの設備に係る要件は、未使用品（電気

自動車のリユースバッテリーを使用して製品化した定置用蓄電システムであって、定置

用蓄電システムとして製品化された後の使用実績がないものも含む。）であって、次の

各号のいずれかに該当する設備であることとする。 

(1) 環境省令和８年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象設備 

(2) 環境省令和７年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象設備 

 

（蓄電システム等の機能に係る要件） 

第４条 要綱第３条第２号オに掲げる蓄電システム等の機能に係る要件は、次の各号の全

てに該当することとする。 

(1) 停電時においても操作を行うことなく、太陽光発電設備で発電された電力を蓄電シ

ステムに充電することが可能であること。 

(2) 停電時においても操作を行うことなく、蓄電システムに充電した電力を、補助事業

を実施する住宅で、通常時に使用可能な電気機器の全部又は一部に使用することが可

能であること。 

 

（申請期限） 

第５条 要綱第６条に掲げる申請書の提出期日は、令和８年 12月 28 日までとする。 

 

 

附 則  

この要領は、令和２年６月８日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月22日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月15日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月26日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月26日から施行する。 

 

附 則 
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この要領は、令和７年４月25日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月30日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和７年度以前に交付決定した神奈川県太陽光発電初期

費用ゼロ促進事業費補助金については、なお効力を有する。 

別表（第２条関係） 

設備 項目 基準 

太陽光発電

設備 

設備要件 再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく発電

事業計画の認定基準を満たすこと。 

その他 設備のメーカーが国外企業の場合、当該メーカーの日

本法人があること。 

未使用品であること。 

地絡検知機能を有していること。 

停電時においても電力供給を継続する機能を有してい

ること。 

 

 

 


